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国立大学法人和歌山大学非常勤講師雇用規程 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

法人和歌山大学規程第  ４５  号 

最終改正 令和 ４年１１月２５日 

 （目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）における非常勤講師

の雇用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程で非常勤講師とは、次の各号に定める者で常時勤務することを要しない者

をいう。 

 （１） 本学の学部、大学院研究科及び附属機関等において、授業科目を担当する者 

（２） 教育学部附属小学校、教育学部附属中学校又は教育学部附属特別支援学校（以下

「附属学校」という。）において、授業科目等を担当する者 

 （採用方法） 

第３条 非常勤講師の採用は、選考によるものとする。 

２ 非常勤講師として採用されることを希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

（１） 履歴書 

（２） その他、本学が必要と認める書類 

 （労働契約の期間） 

第４条 労働契約の期間は、１会計年度の範囲内で、個々の非常勤講師ごとに定める。 

 （労働契約の更新） 

第５条 労働契約は更新しない。 

２ 前項の規定は、担当する授業科目又は講義等の遂行上必要と認められる範囲内において、

新たな労働契約の締結を妨げるものではない。 

 （年齢制限） 

第５条の２ 非常勤講師として労働契約し得る者の年齢は７０歳未満とする。ただし、その

年度中に７０歳を超える場合、契約期間はその年度の末日までを限度とする。 

２ 特別な事情がある場合は、各部局の教授会等の議を経て、例外的に７０歳以上の者を非

常勤講師として労働契約を締結することができる。この場合、当該部局の長は、教員組織

運営委員会に理由を付して報告しなければならない。 

 （勤務条件の明示） 

第６条 非常勤講師の採用に際しては、採用をしようとする者に対して、あらかじめ次の事

項を記載した文書を交付する。 

（１） 給与に関する事項 

（２） 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

（３） 労働契約の期間に関する事項 

（４） 勤務日及び勤務時間等に関する事項 

（５） 退職に関する事項 

 （勤務時間） 

第７条 非常勤講師の勤務時間は、１日について８時間以内、１週間について３０時間以内

とする。 
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 （給与） 

第８条 非常勤講師の給与は、時間給とする。 

（時間給の決定） 
第９条 非常勤講師の時間給は、次の各号に定める区分に応じた額とする。 
（１） 客員教授の称号を付与される者 ８，３００円 
（２） 客員准教授の称号を付与される者 ８，０００円 
（３） 附属学校の教員で、教育学部の授業科目を担当する者 ２，５００円 
（４） 附属学校の授業科目を担当する者 ２，５００円 
（５） 前４号に規定する以外の者 別表に定める区分による 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情ある場合は、その都度別に定めることができる。 
 （交通費） 

第１０条 非常勤講師にかかる交通費については、別に定める基準により支給する。 

 （退職） 

第１１条 非常勤講師が次の各号の一に該当するときは、退職とする。 

（１） 労働契約の期間が満了したとき 

（２） 退職を願い出たとき 

（３） 死亡したとき 

２ 前項の退職の願い出は、退職の日の２週間前までに行うものとする。 

 （退職証明書） 

第１２条 退職する者が退職証明書の交付を請求する場合には、遅滞なくこれを交付する｡ 

２ 前項の証明書に記載する事項は、次に掲げる事項のうち、請求を受けた事項とする｡ 

（１） 雇用期間 

（２） 業務の種類 

（３） その事業における地位 

（４） 給与 

（５） 退職の事由 

（解雇） 

第１３条 非常勤講師が次の各号の一に該当するときは、労働契約期間の満了前に解雇す

る。 

 （１） 勤務成績が不良であるか能力不足が著しく、改善の見込みが無い場合 

 （２） 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合 

 （３） 禁固以上の刑に処せられた場合 

 （４） 予算の減少等やむをえない事情がある場合 

 （５） その他前各号に準ずるやむをえない事由がある場合 

２ 前項の各号により非常勤講師を解雇する際に、非常勤講師から請求があった場合は、解

雇の理由を記載した証明書を交付する。 

 （解雇予告） 

第１４条 前条の規定により非常勤講師を解雇する場合は、解雇しようとする日の３０日以

上前に本人に予告する。 

２ 前項の予告を行わなかった場合又は前項に規定する日までに予告を行わなかった場合
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は、平均賃金の３０日分の解雇予告手当を支払う。ただし、以下の各号により所轄労働基

準監督署の承認を受けた場合は、この限りでない。 

（１） 天災事変その他やむを得ない事由のため、本学の事業の継続が不可能となった場

合 

 （２） 本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合 

３ 前項の予告の日数は、１日につき平均賃金を支払うことにより、その日数分を短縮する

ことができる。 

（労働契約の解約等） 

第１５条 担当する授業科目が開講されなくなった場合は、労働契約の解約又は一部変更

（以下「解約等」という。）をする。 

２ 前項により労働契約の解約等をする際に、非常勤講師から請求があった場合は、解約等

の理由を記載した証明書を交付する。 

３ 前２項により労働契約の解約等する場合は、前条に準じて解約等の予告を行うものとす

る。 

（服務規律及び懲戒） 

第１６条 非常勤講師の服務規律及び懲戒については、国立大学法人和歌山大学臨時職員就

業規則第１５条、第１６条、第３７条から第４１条までを準用する。 

   附 則 

１ この規程は平成１６年４月１日から施行する。 

２ 客員教授又は客員准教授の称号を付与される者のうち、法人化前の和歌山大学より客員

教授又は客員助教授の称号を付与されていた者について、その時間給が、第９条に規定す

る時間給を超えて決定されていた場合、同条の規定にかかわらず、当分の間、同条に規定

する時間給に、その差額を加えたものを時間給とすることができる。 

   附 則（平成１６．８．２６一部改正：法人和歌山大学規程第３３２号） 

 この改正規程は、平成１６年８月２６日から施行する。ただし、第１０条第２項の規定は、

平成１６年７月１日から適用する。 

   附 則（平成１７年１月１７日一部改正：法人和歌山大学規程第３５９号） 

 この改正規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第５７９号） 

 この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７５４号） 

 この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第９１４号） 

 この改正規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１３２０号） 
この改正規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第１３８３号） 

１ この改正規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 第５条第２項における「通算有期労働契約期間」において、平成２５年４月１日以後、

本学との労働契約が無い期間（以下「無契約期間」という。）が６ヶ月（無契約期間の直前
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の通算有期労働契約期間が１年間に満たない場合は、その通算有期労働契約期間の二分の

一の期間（１ヶ月に満たない端数を生じたときは、これを１月とみなす））以上ある場合は、

当該無契約期間前の有期労働契約期間を含めないものとする。 

附 則（平成２６年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第１４９１号） 

この改正規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日一部改正：法人和歌山大学規程第１６３８号） 

この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１８２９号） 

この改正規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月１日一部改正：法人和歌山大学規程第２００８号） 

この改正規程は、平成２９年１２月１日から施行する。 

附 則（令和元年１１月２０日一部改正：法人和歌山大学規程第２２１０号） 

この改正規程は、令和元年１１月２０日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２３３３号） 

この改正規定は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第２３６６号） 

この改正規定は、令和３年６月２８日から施行する。 

附 則（令和４年１１月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第２４９０号） 

この改正規定は、令和４年１１月２５日から施行する。 
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別表 

大学卒業後の年数 短期大学卒業後の年数 時間給 

大学卒業後１９年以上 短大卒業後２３年以上 ５，１００円 

大学卒業後１０年以上１９年未

満 

短大卒業後１４年以上２３年未満 ４，８００円 

大学卒業後６年以上１０年未満 短大卒業後９年以上１４年未満 ４，５００円 

大学卒業後６年未満 短大卒業後９年未満 ３，７００円 

備考 卒業後の年数は、雇用する年度の初日の前日のものとし、上記学歴のうち最も新し

いものに応じて適用する。ただし、短期大学卒業後によることが有利な場合は、その区

分によることができる。なお、学歴が短期大学卒業以下の場合は、当該学歴と短期大学

との修学年数の差を当該学歴以後の年数より減じ、短期大学卒業の区分によることとす

る。 

 
 


